
大学設置基準等の改正の審議（諮問・答申）に関する参考資料

○学校教育法

第九十四条 大学について第三条に規定する設置基準を定める場合及び第四条第四項に規定する

基準を定める場合には、文部科学大臣は、審議会等で政令で定めるものに諮問しなければなら

ない。

（参考）

第三条 学校を設置しようとする者は、学校の種類に応じ、文部科学大臣の定める設備、編

制その他に関する設置基準に従い、これを設置しなければならない。

第四条第四項 第二項第一号の学位の種類及び分野の変更に関する基準は、文部科学大臣が、

これを定める。

第四条第二項 前項の規定にかかわらず、同項第一号に掲げる学校を設置する者は、次に掲げ

る事項を行うときは、同項の認可を受けることを要しない。この場合において、当該学校を

設置する者は、文部科学大臣の定めるところにより、あらかじめ、文部科学大臣に届け出な

ければならない。

一 大学の学部若しくは大学院の研究科又は第百八条第二項の大学の学科の設置であって、

当該大学が授与する学位の種類及び分野の変更を伴わないもの

第百四条第五項 学位に関する事項を定めるについては、文部科学大臣は、第九十四条の政令で

定める審議会等に諮問しなければならない。

第百十二条 文部科学大臣は、次に掲げる場合には、第九十四条の政令で定める審議会等に諮問

しなければならない。

一 認証評価機関の認証をするとき。

二 第百十条第三項の細目を定めるとき。

三 認証評価機関の認証を取り消すとき。

第十章 高等専門学校

（準用規定）

第百二十三条 第三十七条第十四項、第五十九条、第六十条第六項、第九十四条（設置基準に係

る部分に限る。）、第九十五条、第九十八条、第百五条から第百七条まで、第百九条（第三項

を除く。）及び第百十条から第百十三条までの規定は、高等専門学校に準用する。

○学校教育法施行令

第四十二条 法第九十四条（法第百二十三条において準用する場合を含む。）の審議会等で政令

で定めるものは、中央教育審議会とする。

○中央教育審議会運営規則

第三条

２ 令第五条第六項の規定に基づき、次の表の上欄に掲げる分科会の所掌事務のうち、それぞれ

同表の下欄に掲げる事項については、当該分科会の議決をもって審議会の議決とする。ただし、

審議会が必要と認めるときは、この限りでない。

分科会

大学分科会 学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）の規定に基

づき審議会の権限に属させられた事項
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○中央教育審議会令

第八条 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、

議決することができない。

２ 審議会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、

可否同数のときは、会長の決するところによる。

３ 前二項の規定は、分科会及び部会の議事について準用する。


